
一 般 事 業 主 行 動 計 画 

 

女性が活躍できる雇用環境の整備、並びに、職員が仕事と子育てを両立することができ、職員全

員が働きやすい環境を作ることによって、全ての職員がその能力を十分に発揮できるようにするた

めに、次のように行動計画を策定する。 

 

（１）計画期間  令和４年４月１日から令和９年３月３１日 

 

（２）内  容 

目標：育児休業後に職員が復帰しやすくするための取組を行う。 

＜取組内容＞ 

●令和４年４月～ ・育児休業から復帰した職員に対し、復帰後２週間以内に 

 育児休業中に会社で起こった出来事等を周知するための 

研修会を実施する。 

 

目標：子育てを行う職員に配慮した措置を講ずる。 

    ＜取組内容＞ 

●令和４年４月～ ・子育てを行う職員に配慮した人員配置を継続して行う。 

・管理職に対し、子育てを行う職員が働きやすい職場環境 

作りを研修等で啓蒙を行う。 

 

目標：男性職員の育児参加を促進するための取組を行う。 

    ＜取組内容＞ 

●令和４年４月～ ・男性職員の意識把握、具体的施策を検討する。 

●令和４年１０月～・具体的施策の展開、男性の育児参加を推進するパンフレ 

          ットを作成し、社内広報を活用して職員に周知する。 

 

目標：女性役席者*比率を３０％以上とする。 

＊ 女性役席者：管理職一つ下までの職位（課長補佐職・係長職） 

＜取組内容＞ 

●令和４年４月～ ・仕事と子育ての両立支援を推進するため、育児制度の周 

知を定期的に行う。 

・「女性職員のキャリア形成」に資する外部研修へ積極的 

 に参加する。 

 


